
サ・０・０(令和７年12月末)

運 免 第 2 3 7 号

令 和 ７ 年 ９ 月 2 5 日

各 警 察 署 長 殿

運 転 免 許 課 長

道路交通法施行規則の改正等に伴う運用上の留意事項について（通知）

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令（令和７年内閣府令第81号）及び道

路交通法施行規則第十七条第二項第三号イ(2)の規定に基づき、権限のある機関が発

行する身分を証明する書類であって、外務省の発行する身分証明書に準ずるものとし

て国家公安委員会が定めるもの（令和７年国家公安委員会告示第35号）が令和７年９

月11日に公布され、同年10月１日から施行されることとなった。改正の内容及びこれ

に伴う運用上の留意事項については下記のとおりであるので、関係職員に周知すると

ともに、事務処理上誤りのないよう願います。

記

１ 改正の内容

(1) 住民基本台帳法の適用を受けない外国人について、従来、旅券等の提示で免許

証を取得できた手続を改め、運転免許の申請（新規取得、外免切替）時に、

・ 外務省が発行する身分証明書又は権限がある機関が発行する身分を証明す

る書類で国家公安委員会が定める書類の提示

・ 公の機関が発行した住所を確かめるに足りる書類の添付

を求めることとされた。

(2) 外国人については、免許証の更新時に、在留カード、特別永住者証明書、住民

票の写し又は上記(1)の書類の提示を求めることとされた。

(3) 国外転出中の日本国籍を有する者については、運転免許の申請時等に、戸籍謄

本等及び住所を確かめるに足りる書類の添付を求めることとされた。

(4) その他所要の改正が行われた。

２ 運転免許取得等の手続毎の必要書類

別紙「道路交通法施行規則改正に伴う外国人運転免許関係取扱いに係る必要書類

等」のとおり

３ 申請窓口での留意事項

(1) 外国人等から提出された住民票の写しについて次の点を確認すること。

ア 住民票の写しの真偽性

イ 在留期間の満了の日を経過していないか。

（在留期間が過ぎている場合は、有効な住民票とは認められない。）

ウ 外国人住民の住民票に記載される事項（特定事項：国籍、在留資格、在留期

間等）が記載されているか。

(2) 確認すべき書類について疑義がある場合は担当係に連絡をすること。

(3) 在留カードの偽変造や不携帯、在留期間の超過といった入管法違反の疑いを把

握した場合は署の警備課（係）と連携し所要の対応を行うこと。



４ 別添資料

(1) 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等について（通達）（令和７年

９月11日付け警察庁丙運発第50号）

(2) 「外国免許関係事務取扱い要領」の改正について（通達）（令和７年９月11日

付け警察庁丙運発第49号）

(3) 執務資料【取扱注意・部内のみに限る】

警察庁教養資料

５ その他

(1) 更新時に在留カード等を提示できない外国人の免許証更新期間の延長措置につ

いては、運転免許係から別途通知する。

(2) 特定失効及び仮運転免許に係る事務処理については、学科試験係から別途通知

する。

（担当）企 画 係 調 査 官 726-282

運転免許係 調 査 官 726-231

学科試験係 企画調整官 726-291

技能試験係 調 査 官 726-292



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


